
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

「令和６年度化学物質対策セミナー」
フロン類の適正管理について
～代替フロンの現状と今後の課題～

主催：埼玉県環境部大気環境課
講演： （一財）日本冷媒・環境保全機構
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「冷媒の変遷と課題」
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ジクロルメタン
CH2CL2

CFC：R12 （特定フロン） HCFC：R22 （特定フロン） HFC：R32 （代替フロン）

エレクトロヒート2015 NO.201/202 「ヒートポンプ技術の歴史」（株）前川製作所 神戸雅範
日本機械学会誌 1997.2 Vol.100 No.939 「冷凍機、空調機の100年の推移と展望」橋爪源一郎 より

冷媒の変遷

開発事例 冷媒種 害 備考（適用事例）

メタン系冷媒の変遷
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オゾン層保護のため、塩素原子を除いたものが代替フロン

HCFC：
R22

HFC：
R32

特定フロン 代替フロン
塩素

代替

代替の文字がフロンでないと勘違い！

代替フロンはフロンです！
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冷媒の変遷と低GWPのＨＦＯ

CFC：R11（特定フロン） HCFC：R22（特定フロン） HFC：R32（代替フロン）

HFO R1234yf

HFO：グリーン冷媒

GWP：4,660 GWP：1,760 GWP：677

GWP：<1

HFO：ハイドロ・フロロ・オレフィン
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ＨＦＯは何故「GWP＜１ 」なのか！ とその課題

炭素の二重結合が空気中で簡単に切断

CHXは軽いので大気へ、CXFXは重いので地上に落下

気体として存在しなくなるので 「GWP < 1 」

経済的課題

環境的課題

１．HFOは複雑な構造のため、製造コスト高騰
・冷媒価格に反映

２．エネルギー搬送能力が従来冷媒より劣る

・冷凍空調機器の熱交換器の大型化
 ・冷媒配管の大口径化

 ・機器大型化・設置・配管の互換性と価格問題

３．地上に落ちたフッ素化合物の環境汚染問題（PFAS等）

４．フッ素系の冷媒全般に対して、 EUは規制案を検討中

トップランナー制度維持

低GWPの理由

５．微燃性・・・R32と同等の検知機能などの追加
安全性課題
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冷媒（フロン類）に付随する環境問題

オゾンホール 出典：気象庁

1987年モントリオール議定書 採択
1996年フロン（CFC）の全廃（先進国）

オゾン層の破壊は塩素を含む冷媒（CFC、HCFC）が対象
「特定フロン」

官民をあげて、塩素を含まないHFC冷媒を使う機器に切替

HFCを究極の対策として「代替フロン」と呼称

1997年COP3 京都議定書採択
「代替フロン」HFCを温室効果ガスと指定

2019年HFCの段階的削減（キガリ改正）

オゾン層破壊対策

地球温暖化対策

温室効果ガスにHFCを指定

フロン問題は解決したと
の勘違い！！

温暖化係数(GWP)
1000～10,000超
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出典：「中央環境審議会 地球環境部会 2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会」＆「産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 地球環境小委員会 中長期地球温暖化対策検討ワーキンググループ」
「代替フロン等4ガス対策の状況」参考資料より
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出典：「中央環境審議会 地球環境部会 2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会」＆「産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 地球環境小委員会 中長期地球温暖化対策検討ワーキンググループ」
「代替フロン等4ガス対策の状況」参考資料より
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出典：平成25年改正フロン排出抑制法の施行状況の 評価・検討
に関する報告書 フロン類等対策小委員会（経産省・環境省）

政府グリーン冷媒導入シナリオ （2036年より）
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CFC機生産 CFC機使用

HCFC機生
産

HCFC機使用

HFC機生産 HFC機使用

新冷媒機生産

CFC生産

HCFC生産

HFC生産

新冷媒生産

HFC機生産と
サービスの重複期間

HFC機サービス

規制による冷媒の変遷とHFCの競合問題

・CFC段階的生産削減中、機器メーカはHCFCを使用、補充冷媒との競合なし
・HCFC段階的生産削減中、機器メーカはHFCを使用、補充冷媒との競合なし
・HFC段階的生産削減中、機器メーカはHFCを使用、補充冷媒との取合いが起こる

？
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フロン排出抑制法違反で逮捕 (2022年11月9日)

フロン類満タンのエアコン解体か 容疑の業者「客が来なくなると…」：朝日新聞デジタル (asahi.com)

参考事例①

金属回収業者
フロン排出抑制法違反で逮捕
法人として書類送検

金属回収業者へ取引依頼した側
依頼した社員と法人が書類送検

事件化は全国で2件目
逮捕は初！

東京都 フロン対策講習会(令和4年12月)講演資料
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https://www.asahi.com/articles/ASQC944GDQC9UTIL00C.html?iref=pc_ss_date_article
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出典：「中央環境審議会 地球環境部会 2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会」＆「産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 地球環境小委員会 中長期地球温暖化対策検討ワーキンググループ」
「代替フロン等4ガス対策の状況」参考資料より
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出典：「中央環境審議会 地球環境部会 2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会」＆「産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 地球環境小委員会 中長期地球温暖化対策検討ワーキンググループ」
「代替フロン等4ガス対策の状況」参考資料より
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出典：「中央環境審議会 地球環境部会 2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会」＆「産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 地球環境小委員会 中長期地球温暖化対策検討ワーキンググループ」
「代替フロン等4ガス対策の状況」参考資料より
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出典：「中央環境審議会 地球環境部会 2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会」＆「産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 地球環境小委員会 中長期地球温暖化対策検討ワーキンググループ」
「代替フロン等4ガス対策の状況」参考資料より
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東京都フロン対策講習会資料より (令和5年12月11日、12日)

フロン対策講習会資料掲載ﾍ゚ ｼー゙
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/collection_trader/ko-syu.html

今後は管理者への立入りも強化
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https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/collection_trader/ko-syu.html
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東京都 フロン対策講習会(令和6年2月)講演資料
･･･３万台の機器を登録、運用開始
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23管理者が行うべき事項（機器運転時）

１.機器の種類や台数の把握

２．機器リストの作成

３．定期点検、簡易点検の確実な実施と
点検整備記録簿の作成
（廃棄後3年間保存義務）

指示

フロン排出抑制法の責任は管理者

管理者
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出典：環境省 令和3年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会の資料 - 24 -
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① 解体工事元請業者は、建物解体時に特定製品の有無を事前確認し、その結果を
書面（事前確認結果説明書）で発注者(管理者)に説明を行なうとともに交付し、
その書面はお互いに３年間保存を行う。

（１）機器廃棄時の取組

① フロン類回収を充塡回収業者に必ず依頼する。 [違反] 50万円以下 罰金(直罰）

② 回収依頼書、引取証明書は3年間保存する。  [違反] 30万円以下 罰金(直罰）

③ 廃棄機器を引き渡す場合、引取証明書の写しを引取業者

(産廃 処理業者やリサイクル業者等）へ交付する。 [違反] 30万円以下 罰金(直罰）

④ 機器の点検記録簿は、機器を廃棄後3年間保存する。

管理者が行うべき事項(機器廃棄時)

（２）建物解体時の取組
都道府県による解体工事現場立入

⇒強化の方向
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簡易点検の必要性①

簡易点検の内容と実施方法

漏えいを減らすことは、使用者（管理者）の
責務であり、点検は特に重要！

○冷凍空調機器の設備不良や経年劣化等により、これまでの想定以上に使用時漏えいが生じていることが判明しました。

代替フロン等4ガス(京都議定書対象)の2020年
排出予測（ＢＡＵ）と機器使用時漏洩源の内訳

出典：産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会
代替フロン等３ガスの排出抑制の課題と方向性について（中間論点整理）参考資料より
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漏えい点検

（参考）リークディテクタによる漏えい点検

1）漏れが疑われる箇所にエア－を吹きかけて、周辺の気体を飛ばす。
必要に応じて同じ個所の検知作業を繰り返すこと。漏れが大きい場合は

     エア－を吹きかけることで正確な箇所を特定することができる。

2）大型の冷凍空調機の場合には、機器の底部を最初に点検して漏えいが
     あるエリアを絞ってから細部の検知を実施する。

3）検知精度を上げるため、空気の流れは最小限にとどめる。

4）明らかな漏えい箇所や、多量の漏えいが考えられる場合には、エア－を
     吹き込み、その箇所を一旦きれいにしてから漏えい箇所を確認する。

5）蒸発器の点検をする際は、凝縮ドレン管の中のガスを点検するとよい。
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簡易点検の必要性①

簡易点検の内容と実施方法

異常振動・異常運転音が見られる場合は、機器に
問題が発生しています。フロンが漏えいしている
可能性があります。

・漏れ防止～異常振動・異常運転音の有無

出典：東京都環境局：「フロン排出抑制法」第一種特定製品の管理者点検マニュアル

室外機

室外機の異常振動 室外機からの異音

・漏れ防止～室外機のキズ、腐食、錆の有無

機器のキズや腐食・錆などは機器の劣化のサイン。
劣化はフロンの漏えいにつながる可能性があります。

出典：東京都環境局：「フロン排出抑制法」第一種特定製品の管理者点検マニュアル
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簡易点検の必要性②

簡易点検の内容と実施方法

機器のキズや腐食・錆などは機器の劣化のサイン。
劣化はフロンの漏えいにつながる可能性があります。

・漏れ防止～室外機のキズ、腐食、錆の有無

出典：東京都環境局：「フロン排出抑制法」第一種特定製品の管理者点検マニュアル

・漏れ防止～熱源機などの点検

専門的な知見が必要な大型の冷凍設備は、点検や管
理などを専門業者に依頼することも、設備（機器）の
適正管理には有効です。

出典：東京都環境局：「フロン排出抑制法」第一種特定製品の管理者点検マニュアル
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1） 常時監視システム

遠隔監視システム

2022年8月22日の法改正

管理第一種特定製品の点検に関する事項の追加

漏えい又は故障等を常時監視するシステムのうち、基準に適合するものを用いて、漏えい又は故障等を早期に発見する

ために必要な措置が講じられている場合にあっては、これも検査に代えることができる。

基準に適合するものとは

イ) 第一種特定製品の種類に応じ、冷媒系統ごとの圧力、温度その他の漏えいを検知するために必要な状態値を1日に
         1回以上計測すること。

ロ) イの状態値の異常又は変化に基づき、漏えい又は漏えいの疑いがあるか否かを1日1回以上診断すること。

ハ) イの状態値又は診断の結果を1日1回以上記録し、1年以上保存すること。

ニ) ロの診断の結果、漏えい又は漏えいの疑いを検知した場合、管理者に対し、管理者以外の者が通知を容易に解除する
         ことができない方法により直ちに診断の結果を通知すること。また、通知の履歴を1年以上保存すること。

ホ) 漏えいの検知性能について、第一種特定製品の製品群ごとに日本空調工業会標準規格（JRA）若しくは日本産業規格
        （JIS)で規定され、又は第一種特定製品のカタログに記載された温度その他の条件で試験が行われ、適正な充塡量の
         30％の冷媒が漏えいするまでに漏えいの判定が可能であることが確認されていること。

記録等に関する事項

常時監視システムを用いて検査に代えた場合は記録簿にその期間を記載すること。 とされています。
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日刊工業新聞

化学工業日報

月刊フードケミカル
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Refrigerant Management System

冷媒管理システムRaMS
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冷媒管理システムRaMS

実 演

次ペ－ジからの参考資料と合わせてご覧ください
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「閣議決定資料においてRaMSに言及（令和3年10月22日） http://www.env.go.jp/press/110088.html
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令和4年
（2022年）

常時監視
告示改正

RaMSは2011年よりフロン排出抑制法(旧フロン回収・破壊法)の変遷に電子的に
対応し2020年の改正法にも準拠

経済産業省・国土交通省・環境省令第三号に準拠した、電磁的に保存・作成・縦覧・交付・承諾が可能なシステム

機器・冷媒の「棚卸し
」

冷媒管理システムRaMSの変遷

- 35 -
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RaMSとは

「フロン排出抑制法」の遵守ツール

冷媒と機器を「クラウド」解析で見える化（棚卸し）

AWS クラウドコンピューティング使用

法78条により主務大臣認可

人に依存しない

属人業務からの解放へ

<Excelからクラウドへ>

- 36 -



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

冷媒管理システムRaMSとは

冷凍空調機器と冷媒を「クラウド」管理 AWSクラウドコンピュ－ティング採用

≪クラウド管理による、入力承認行為が何処でも可能≫

『ソフトのダウンロ－ド、システムの構築など不要』

RaMS

・ログブック（点検整備記録簿）

・充塡証明書・回収証明書不要の登録制度（情報処理センター機能）

・定期点検と簡易点検の記録と履歴

・算定漏えい量の計算と報告様式での出力

・国の算定漏えい量支援ツールへのインポート出力

・行程管理制度に基づく書面（行程管理票の起票から保存）（改正法対応）

・再生証明書と破壊証明書の自動回付と保存

・建物解体時の事前確認結果説明書の保存（改正法対応）

・フロン残存“０”証明書（改正法対応）

・廃棄機器の引渡時のフロン回収済証明書（改正法対応）

・RaMS-exによる冷凍空調機器情報の棚卸及び管理データ解析

・温対法によるHFCの排出量計算出力

・点検整備記録簿は譲渡や組織変更に過去の履歴引継

充塡回収業者

解体工事元請業者取次業者

破壊業者

再生業者

機器引取業者

データ解析・活用に
よるDX推進

管理者・・・クラウドで総括管理

『経済産業省・国土交通省・環境省令第三号に準拠した、電磁的に保存・作成・縦覧・交付・承諾が可能なシステム』

- 37 -
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充塡回収業者管理者

- 38 -

How TO RaMS

はじめてRaMSをお使いの管理者の方々へ
基本的な使い方をご説明します



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

- 39 -

　　　　　Step1　　事業所登録                   

https://www.jreco.or.jp/

https://www.jreco.jp/

冷媒管理システムRaMS 【管理者・廃棄者】 基本の使い方

事業所登録

●RaMSをご利用頂くには、まず事業所登録が必要です。登録は、無料（年会費・更新料なし）です。

1 JRECOのホームページ（ ）へアクセスして、

「RaMS冷媒管理システム ログインページへ」をクリックする。

2 RaMSログインページ(                                      )を開いたら、「事業所登録」をクリックする。

こちらの「RaMS操作解

説動画」に登録方法の動

画もあります。

※利用料金精算方法確定後　A→B or Cに変更は可能ですが、B or C→Aへの変更はできません。詳しくは                　 へ

事業所登録　完了

3 登録業種は「管理者・廃棄者」を選択します。

その他、必須項目（※）を入力し、登録を完了すると、RaMSにログインが可能となります。

法定管理者となる本社の情

報を入力してください。

登録事業所の他には本社が

ない場合、上記の事業所登

録の内容を再度入力してく

ださい。

入力後、ログイン者登録情報のペー

ジにて変更修正できます。

わからない場合は仮入力をして

登録を完了させてください。

解説PDF
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①管理者が充塡回収業者に点検・整備（充塡・回収）を委託する。

②充塡回収業者がログブックに点検・整備のデータを入力する。

③システムから管理者に入力データの登録承諾依頼メールが

自動送信される。

④管理者は充塡回収業者の入力したデータを確認し、承諾を行う。

⑤点検・整備のデータがログブックに登録され、充塡・回収の

データは情報処理センターにも同時に登録される。

⑥システムから充塡回収業者に管理者が承諾した旨の確認

メールが自動送信される。

整備の依頼からログブックへの
データ登録完了までの流れ

管理者

充塡回収業者

点検・整備データの登録（整備の依頼から登録完了まで）

- 40 -
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Step2　　【整備時】点検・整備記録簿（ログブック）の作成

機器管理番号シールについて 

■シールをご購入の場合  

機器を管理するためのシールを機器に貼ることによって、 

機器実物と機器管理番号による RaMS のログブックの 

関連付けが可能です。(2 枚 1 組で、1 枚は予備です。) 

 

■番号のみご購入（シールが不要）の場合  

例えば、何らかの形（自社シール、テプラ等）で管理して 

いるのであれば、あえてシールを貼ることは不要です。 

管理番号をキーにしてシステ

ムに機器 1 台ごとにログブッ

ク(点検・整備記録簿 )を作成

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

シールありの場合はこちらを

クリックし、表示された画面で

12ケタの英数字を入力します。

●点検・整備記録簿（ログブック）を作成するには、機器１台ごとに１つの機器管理番号が必要です。 

●ログブックの新規作成は管理者・廃棄者でも充塡回収業者でもどちらでも可能です。 

●作成方法は以下の 2 通りです。 

① 事前に RaMS ログインページ（https://www.jreco.jp/）から機器管理番号シールを購入し、 

その機器管理番号を入力する。(600 円＋税／枚) 

② システム上で自動採番にて機器管理番号を新規取得する（シールが不要の場合）。（500 円＋税）  

※新規取得（自動採番）の操作を行った管理者または充塡回収業者に課金されます。  

冷媒管理システムRaMS 【管理者・廃棄者】 基本の使い方

点検・整備記録簿(ログブック)の作成

番号取得・入力方法を選択するポップ画面が表示されるので、どちらかを選択。2

メインメニューの「ログブック新規作成・追加登録」1

②

シールなしの場合は

こちらをクリックします。

【整備時】点検・整備記録簿（ログブック）の作成　完了

確認画面へ進み、登録を完了させると 

新しいログブックが作成されます。 

自動採番の場合、機器登録料(500 円＋税）が課金されます。 

使用冷媒は一度登録すると

変更できません。

冷媒漏洩点検・整備記録簿の1表の必須項目（※）を新規入力します。3

こちら

ここまでの状態では、ログブックの使用は開始されておりません。

ログブック使用開始にあたり、必ず「設置時追加充塡量」のご登録 （無料） が必要です。

★設置時追加充塡量の登録がないと点検・整備の記録ができません！

設置時追加充塡量は原則として充塡回収業者に入力してもらい、管理者が承諾しますが、

「転記」機能によって、管理者が自ら入力することも可能です。

★「転記」の方法については、 でご確認ください。



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
- 42 -

Step3　　【整備時】点検・整備記録簿（ログブック）の記録

充塡回収業者に、メールや電話等で、点検・整備（冷媒の充塡・回収）を依頼する。

機器管理番号を取得してある機器の場合、充塡回収業者へ を伝える。

管理者の方は、 のステップとして へ承諾依頼

管理者

1 

機器管理番号

充塡回収業者が、ログブックに点検・整備データを入力する。2

冷媒管理システムRaMS 【管理者・廃棄者】 基本の使い方

点検・整備記録簿(ログブック)の記録

充塡回収業者

下記の説明は充塡回収業者の入力している画面です。

【充塡回収業者】

管理者から伝えられた機器管理番

号を入力して、ログブックを開き、

点検・整備データを入力する。

【充塡回収業者】

2表を入力します。

回収量、充塡量を入力すると情報処理センターに自動的に登録されます。

から入力内容を確認し、 をクリック。

★充塡回収業者に利用料金100円＋税が課金されます。

確認画面へ

●充塡回収業者が点検データを登録し、管理者が承諾します。

●充塡・回収の登録に加えて、定期点検・簡易点検などを記録することができます（簡易点検は無料）。

●機器の整備時にログブックに登録された充塡量・回収量のデータは、同時に情報処理センタ－へ登録され、

管理者の「算定漏えい量報告」の基礎資料になります。

承諾依頼

【整備時】点検・整備記録簿（ログブック）の記録　完了

「点検・整備記録簿機器一覧」画面にある ボタンをクリックし、

「簡易点検記録フォーマット選択」から簡易点検フォーマットを選択します。最大30件まで

簡易点検記録の入力を一括して行うことができます。

【管理者】 管理者承諾に署名する！

4 点検・整備データがログブックに登録され、充塡・回収のデータは情報処理センターにも

同時に登録される。システムから充塡回収業者に管理者が承諾した旨の確認メールが自動送信される。

簡易点検の記録

点検・整備（定期点検）の記録と同様に、点検・整備記録簿機器一覧の「操作」欄から「簡易点検」をク

リックし、表示された「冷媒漏洩点検・整備記録簿」の2表「2.簡易点検記録」へ点検の記録を入力します。

確認画面へ進み、「登録」をクリックすれば、簡易点検の記録は完了です。

5

システムから管理者へ入力データの登録承諾依頼メールが自動送信される。

充塡回収業者が２表に入力した内容を確認し、承諾を行う。
3

一括登録対象のログブックに

✓を入れる

簡易点検記録は

無料です。

● 記録の内容が同じ複数のログブックに一度に登録したい時は… 
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【整備時】点検・整備記録簿（ログブック）での管理/運用　完了

同じく 「点検・整備記録簿機器一覧」の「累計漏えい量」欄で、機器が設置されてか

ら現在までの累計の漏えい量と本年度の算定漏えい量（ｔ-ＣＯ2）を確認できます。

【例3】 機器ごとの漏えい量を把握したい

① 「簡易点検期限」または「定期点検期限」の期間を指定して機器を絞り込みます。

② 検索後に上部メニューからCSVを必要な形式で出力します。

2 点検期間を指定して機器を絞り込み、ダウンロ－ドした帳票をもとに、実際の機器の管理に使います。

期間を

指定して検索

①

検索後に

CSVを作成

②

Step4　　【整備時】点検・整備記録簿（ログブック）での管理/運用

●点検・整備記録簿（ログブック）を作れば、適正に定期点検・簡易点検が実施されているか、常時把握できる。 

●点検時期が近づくと「緑色」、点検時期を過ぎてしまうと「赤色」で表示される（次回点検期限の日付部分）。 

● 「次回点検期限」で機器を検索・抽出、点検時期の把握により、計画的に点検を実施することが可能。 

●機器 1 台ごとの算定漏えい量も確認できる。 

 

冷媒管理システムRaMS 【管理者・廃棄者】 基本の使い方

点検・整備記録簿(ログブック)の管理/運用

1 メインメニュ－ ⇒ 「点検・整備記録簿機器一覧」で機器を管理する。

日付を「指定しない」で検索後（Ⓐ）、「次回点検期限」（Ⓑ）の矢印ボタンをクリックすると、

点検時期が並べ替えられ、点検時期が近づいている機器をすぐに把握することができます。

日付は
「指定しない」で
検索します。

Ａ

次回定期

点検期限

上下の矢印ボタンで
点検時期を並べ替え
ることができます。

点検時期が近づくと緑色、
点検時期を過ぎると赤色に
日付の色が変わります。

※日付上段：簡易点検期日
日付下段：定期点検期日

Ｃ

Ｂ

【例2】 点検漏れを防ぎ、計画的に次回の点検を実施したい

簡易点検は15日前に緑色、定期点検は30日前に緑色、点検時期を過ぎると赤色に変わります（©）。

点検時期が視覚的に一目でわかりやすいため、計画的に次回の点検を実施することが可能です。

【例】点検時期を過ぎた時(赤)

【例1】 点検時期が近づいてきている機器を調べたい
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Step5　　【廃棄時】行程管理票の作成（電子モ－ド）

回収依頼書（A票）を起票して、充塡回収業者へ交付する。

メインメニューの「行程管理票作成」をクリックします。

回収依頼書（A票）が表示されますので、必須項目（※）を入力します。

1 

管理者・廃棄者

冷媒管理システムRaMS 【管理者・廃棄者】 基本の使い方

行程管理票の作成（電子モ－ド）

回収依頼書(A票)を交付する時に、起票者

（廃棄者）に100円+税が課金されます。

充塡回収業者から

事業所コード(R＋9桁)を聞いて

入力します。

RaMSログブックの機器管理番号を入力します。

１台の場合 … 「○ 機器管理番号」で入力

複数台の場合 … 「○ ログブック一覧から機器を選択」で入力

●関係者への交付・回付は電子メールで自動発信され、紙での保存も不要となります。

●紙版（定価180円+税）より安い100円+税で利用できます。

●ログブックや事前確認結果説明書と連携して行程管理票（A票：回収依頼書）を起票すれば、

伝票の一括縦覧が可能となります。

【廃棄時】行程管理票の作成（電子モ－ド）　完了

2 下記のように充塡回収業者がフロン回収後にE票の「フロン類回収量」を入力すると、廃棄者へE票が交付されます。

充塡回収業者が

「フロン類回収量」を入力

3 充塡回収業者から交付されたE票（引取証明書）は、「行程管理票一覧」の操作欄の「表示」から

内容を確認できます。

★取次者がいる場合は取扱説明書の「1-2 廃棄者が回収依頼票（Ａ票）を作成、充塡回収業者の間に取次者が

2社入って作成する方法」をご覧ください。

状態表示は「引取証明書交付済／処理業者へ渡す前」になります。

下記の説明は充塡回収業者の入力している画面です。

E票は

回収依頼書交付から30日以内に交付

（建物解体を伴う場合は90日以内）
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Step6　　【廃棄時】回収冷媒の処理依頼と回収済み機器の引渡し

1 

廃棄機器の引取業者を選択して、引取証明書(写)を交付します。3

詳しい操作方法は こちら

2

冷媒管理システムRaMS 【管理者・廃棄者】 基本の使い方

廃棄機器の引渡し（引取証明書（写）の交付）

●廃棄機器を引き渡す時、第一種特定製品引取等実施者（産廃業者、リサイクル業者等）へ引取証明書の写しを

交付することができます。

「引取証明書の写し一覧（交付先作成）」から依頼伝票を作成します。

一覧から「未交付」の引取証明書を選択し、「表示（交付先作成）」をクリックします。
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算定漏えい量の管理・報告/都道府県報告書および記録表の作成

●フロン排出抑制法では、毎年法人としての年間の漏えい量を計算し、CO2 換算で 1,000 トン以上となった 

場合は、国（事業所管大臣）あてに報告書を提出しなければなりません。 

●管理者は、充塡回収業者により情報処理センターに登録されたデータ等を利用し、算定漏えい量報告に必要な 

情報の集計・抽出が可能となります。 

●PDF または CSV データで、算定漏えい量の計算・出力が簡単にできます（集計・出力・印刷は全て無料）。 

1

2

CSV、PDF のどちらかの 
出力方法を選択  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           を選択 

          を      
 
   出力の    、 
   か     を選択  

    

 「作成」ボタンをクリックすると、報告書がダウンロードできます。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

見本 

冷媒管理システムRaMS 【管理者・廃棄者】 基本の使い方

算定漏えい量の閲覧・集計・出力

「全社、統括部署、事業所ごとのPDFデータ」「編集可能なCSVデータ」「国の報告書作成ツ－ルに

適合したCSVデータ」から出力形式を選ぶ。

「管理者」または「管理者統括部署」がRaMSにログインし、メインメニュ－の「報告書作成・閲覧」をクリックする。

算定漏えい量の管理・報告/都道府県報告書および記録表の作成　完了

    

 「作成」ボタンをクリックすると、報告書がダウンロードできます。 
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見本 

階層構造を組んで「管理者統括部署（本社）」でログインすると、

統括組織一覧で下層の「支社」や「事業所」の算定漏えい量がリア

ルタイムで表示されます。

法人全体の漏えい量も把握できます。
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RaMS-exによるデータ解析と冷媒・機器の「棚卸し」
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【データ解析資料の例】

階層１の場合はその事業所の集計結果、
統括部署（階層２、階層３）の場合は紐付けられた範囲の事業所の集計結果が出力されます。

RaMS-exからのデータ解析資料の出力

データ解析資料にチェックを入れて、対象年
度を選択し、作成します。
（機器リストにチェックを入れて、作成で、機器
リストを出力できます。）

各施設の漏えい率が集
計されます。

各施設の保有冷媒量の内訳、
冷媒漏えい量の内訳が集計
されます。

漏えいがあった機器のリ
ストが作成されます。
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算定漏えい量の報告
データをCSVで出力して、
①環境省の省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム
（EEGS、イーグス）に CSVデータを取り込んで報告する場合

②報告書作成支援ツールにCSVデータを取り込んで作成する場合

施設名称 施設都道府県 機器分類 機器管理番号 型式 製造番号 使用冷媒 GWP値 充填量 回収量 作業年月日

インペリアルゲートウェイ 13 冷凍冷蔵ユニット Y5VP-3Z84-SFTCPEM15CPPM PEC201500456 R22 1810 80 75 2022/8/22

ロイヤルパレス倶楽部 13 ビル用パッケージエアコン HAFS-3ZUV-S4NZezsfcedvf gser4 ncjhggvc R22 1810 27 22 2022/8/23

インペリアルゲートウェイ 13 冷凍冷蔵ユニット Y5VP-3Z84-SFTCPEM15CPPM PEC201500456 R22 1810 2 1 2022/10/12

日本ラムズ　港第２ビル 13 冷凍冷蔵ユニット 86H8-EE3Y-T7U3TSK-SCU-1500TSK00086 R22 1810 68 65 2022/12/2

日本ラムズ　港倶楽部 13 ビル用パッケージエアコン XNRG-8N4P-ZUG7Ｍ-5 Ｍ1478965 R410A 2090 17 16 2022/12/2

新宿ガーデンテラス 13 内蔵型冷凍冷蔵ショーケースPXRB-6C6C-CLF5SNRTFR-MDL2SNRTUREF200301202 R410A 2090 8 7 2022/12/5

新宿ガーデンテラス 13 内蔵型冷凍冷蔵ショーケースPXRB-6C6C-CLF5SNRTFR-MDL2SNRTUREF200301202 R410A 2090 1 0 2022/12/5

乃木坂ガーデンテラス新館 13 店舗用パッケージエアコン 2YXM-FLWM-FM8NKINR22GWH4 KINR16000123 R22 1810 6 5 2022/12/5

【PDFデータの例】

【CSVデータの例】

EEGSで報告の場合は、報告書作成支援ツールを選択
（対象年度を間違えないように選択）

【EEGS画面例】※算定漏えい量の報告方法についての詳細は、
国のフロン排出抑制法ポータルサイトをご参照ください

出力方法はCSVと
PDFで選択できます

データをPDFで出力して、
手入力で算定漏えい量の
報告書を作成する場合

名称 実漏えい量(kg) 算定漏えい量(kg)

中之島ラムズガーデン 3.45 6244.5

日本ラムズ・イノベーションセンター 1 1810

インペリアルゲートウェイ 5 9050

ロイヤルパレス倶楽部 5 9050

インペリアルゲートウェイ 1 1810

日本ラムズ　港第２ビル 3 5430

クロスポイント中之島 7 12670

乃木坂ガーデンテラス新館 1 1810

日本ラムズ・リサーチラボ 0.5 905

ラムズ芝パークガーデン東京第一 6.2 11222

合計 33.150 60001.5

【CSVデータの例】
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RaMS導入 企業様・法人様
公開をご了解された管理者様 五十音順旭化成株式会社水島製造所 イオングループ（２３社）宇部興産株式会社　宇部ケミカル工場 カシオ計算機株式会社慶應義塾 経済産業省静岡市中央卸売市場 シャープ株式会社西武鉄道株式会社 ソフトバンク株式会社大王製紙株式会社 可児工場・三島工場 ダイハツ工業株式会社滋賀(竜王)工場武田薬品工業株式会社 国立大学法人千葉大学ツルガハマランド株式会社くだまつ健康パーク学校法人東海大学 凸版印刷株式会社トーヨーカラー株式会社 株式会社日本触媒日立オートモティブシステムズ株式会社 株式会社日立製作所富士通株式会社 ブラザー工業株式会社北雄ラッキー株式会社 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社株式会社リブドゥコーポレーション 雪印メグミルク株式会社　野田工場その他管理者登録事業所数　約9700件令和2年6月現在

https://jreco-rams.jp/case/index.html

掲載にご了解頂いた企業・法人様
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ご清聴ありがとうございました

お問合せ・ご相談の方は以下までご連絡願います。
RaMSについて個別のWeb説明会／出張説明会も
承っております。

(一財)日本冷媒・環境保全機構
企画・調査部 担当部長 山本

03-5733-5311

Webサイト https://www.jreco.or.jp
お問合せ yamamoto@jreco.or.jp

Webサイト QRコード
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